
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  役員所有のマンションを借上社宅とする場合         

Ｑ：社長が所有するマンションを借り上げ、

社員の社宅にする場合、賃料はいくらにすれ

ばいいですか？                                      

                                              

Ａ：普通一定の算式で計算した通常の賃貸

料の50%相当額以上の賃料を徴収していれば、

税務上は問題ありません。 

【解説】 

 【社員から徴収する家賃】 

  社員に社宅を貸与する場合、次の算式で求

めた通常の賃貸料に満たない賃料を徴収して

いるときは、原則、その差額相当額は給与と

して課税されることとなっていますが、この

算式で計算した通常の賃貸料の50%相当額以

上の賃料を徴収していれば、税務上は問題な

いとされています。 

 ①(その年度の家屋の固定資産税の課税標準

額×0.2%＋12円×その家屋の延床面積(㎡)÷

3.3 

 ②その年度の敷地の固定資産税の課税標準額

×0.22% 

 ③①＋②＝通常の賃貸料(月額) 

  なお、通常の賃貸料は、固定資産税の課税

標準額をもとに算出しますので、これが改訂

されれば賃料も改訂しなければなりませんが、

使用人の社宅については、例外的に、固定資

産税の課税標準額が改訂された場合であって

も、その改訂された課税標準額が現在の賃料

の計算の基礎となっている課税標準額の20%

以内の増減であるときは強いて賃料を改訂し

なくてもよいこととされています。 
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